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訪問看護（介護予防訪問看護）事業 重要事項説明書 

 

１.事業所の概要 

（１） 事業所名称及び事業所番号 

事業所名 訪問看護ステーション 蘭 

所在地 八戸市北白山台５丁目２－５ 

電話番号 ０１７８－３８－９３２２ 

FAX番号 ０１７８－３８－９３２３ 

介護保険事業所番号 ０２６０３９０５５４ 

管理者の氏名 佐久間 葉子 

 

（２） 事業所の職員体制 

職名 資格 常勤 非常勤 合計 業務内容 

管理者 看護師 1名   1名 従業員及び業務の管理 

看護職員 
看護師 

常勤換算２．５名以上 
訪問看護（介護予防訪問看護）の業務

にあたる 准看護士 

 

（３） サービス提供時間 

  
通常時間帯          

８：３０～１７：３０ 
緊急時の対応の為、                      

24時間連絡体制をとっています 
平日 〇 

土・日曜日 〇 

休業日 無し 

 

（４） サービスを提供できる地域 

サービスを提供できる地域 八戸市 （八戸市外については相談に応じます） 

   

 

２.事業所の訪問看護（介護予防訪問看護）の特徴等 

事業の目的 
対象者の心身の特性を踏まえ、生活の質の確保を重視し、健康管理、全体的な日常生活の維

持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養が継続するよう支援すること。 

運営方針 

要介護状態（要支援状態）の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態（要支援状態）となること

の予防を目的に、療養上の目標を設定し、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって、計

画的に訪問看護を行います。また、自らその提供する訪問看護（介護予防訪問看護）の質の評

価を行い、常にサービスの改善を図ります。訪問看護の実施にあたって、関係市町村、地域の

保健・医療・福祉サービスとの密接な連携に努め、協力と理解のもとに適切な運営を図ります。 

 

 



2 

 

 

３.サービスの内容 

  内     容 

訪問看護 

（介護予防訪問看護） 

１） 症状・障害の観察 

２） 療養生活や、介護方法についての相談 

３） 食事、入浴、排泄など日常生活の世話 

４） リハビリテーションの実施、評価、助言、指導 

５） 福祉用具、住宅改修の相談・助言 

６） 床ずれなどの手当て、医療機器やカテーテルの管理 

７） がん、難病、認知症の方の介護 

８） ターミナルケア（介護予防訪問看護は除く） 

９） その他 

 

４.利用料金（※利用料金については、別紙料金表を参照） 

（１） 介護保険による場合 

  介護保険サービスを利用した場合のお客様が負担する利用料は、原則として①基本料金と②付加料金

を合計した額で、各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。ただし、②

付加料金については、該当となる場合のみに加算されます。また、介護保険の給付の範囲を超えたサー

ビス利用は全額負担となります。 

（２） 医療保険による場合 

  医療保険による訪問看護サービスを利用した場合のお客様が負担する利用料は、原則として①基本料

金②付加料金を合計した額で、負担割合は保険の種類により変わります。ただし、②付加料金について

は、該当する場合のみに加算されます。 

（３） 交通費 ・・・ 無料 

（４） その他の料金 ・・・ 実費 

（５） 料金の請求及びお支払方法 

（６） 自費サービス 

経管栄養管理費・・・１回 450円（税込み） 

診療付き添い・・・1 時間につき 1,500 円（税込み） 

緊急時（保険外）8時 30 分～17時 30分・・・30 分につき 1,500円（税込み） 

時間外緊急時（保険外）・・・30 分につき 2,500円（税込み） 

利用料・その他費用の請

求方法 
翌月２０日頃までに当月の利用料等の請求書を送付します。 

お支払方法 

毎月２６日前後に指定銀行口座への振込もしくは指定銀行口座から引き落としのい

ずれかの方法によります。領収書は、引き落としが確認されましたら、翌月の請求書

と一緒に郵送します。 

※領収書の再発行時は、実費相当額を負担していただくことになりますので、大切

に保管して下さい。再発行１枚に付き１，１００円 

 

５.サービスの利用方法 

（１）サービスの開始までの流れ 

 

 

 

 

サービス提供の依

頼・ご相談、利用者

の状態を把握 

 

重 要 事 項 の 説 明  

サ ー ビ ス 提 供 の  

契約 

 

訪問看護計画の 

作成、同意 

訪問看護サービスの

提供 
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※まずは、ご来訪、お電話いずれかでお申込み下さい。当事業所の職員がお伺いいたします。 

 ただし、居宅介護支援事業所と契約されている場合には担当ケアマネジャーにご相談ください。 

（２）サービスの終了・・・以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

 ① 利用者の都合でサービスの終了を希望する場合、サービスの終了を希望する場合は、速やかにお

申し出ください。 

 ② 当事業所の都合でサービスを終了する場合（人員不足や、やむを得ない事情によりサービスの提

供を終了させていただく場合があります）は、終了１ヶ月前に通知します。 

 ③ 自動終了 

  ・お客様が介護保険施設に入所した場合 

  ・介護保険給付でサービスを受けていたお客様の要介護区分が、非該当（自立）と認定された場合 

  ・お客様が亡くなられた場合 

 ④その他 

  ・当事業所が正当な理由なくサービス提供しない場合、守秘義務に反した場合、お客様、ご家族な

どに対して社会通念を逸脱するような行為を行った場合、または、当事業所が破産した場合、お

客様は文書で解約を通知することによって即座にサービスを終了できます。 

 

６.サービス内容に関する苦情 

（１）当事業所の提供したサービスに対して、不満や苦情がある場合には、どんな些細なことでも構いま

せんので、いつでも次の窓口までお申し付けください。 

お客様相談

苦情担当者 

担当者 管理者 ： 佐久間 葉子 

電話番号 ０１７８－３８－９３２２ 

受付日 年中（ただし、１２月３１日～１月３日を除く） 

受付時間 午前８時３０分～午後５時３０分 

 

（２）当事業所に以外に、お住まいの市町村及び青森県国民健康保険団体連合会の相談・苦情窓口に苦

情を伝えることができます。 

青森県国民健康保険団体連合会 ０１７－７２３－１３３６ 八戸市役所（介護保険課） ０１７８－４３－２１１１ 

南郷区（健康福祉課） ０１７８－８２－３８００   

 

（３）苦情処理体制 

 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②苦情の原因の把握、事実の調査と対応方法の検討 

④担当者が全過程を記録し、今後同様の問題が生じないよう適宜確認を行

う。さらに「カンファレンス」を開催する 

⑤必要時、市町村・国民健康保険団体連合会へ報告 

「カンファレンス」 

①原因と結果の明確化／②責任の所在

と内容の明確化／③具体的な対応策の

立案／④具体的な再発防止策の立案／

⑤今後の対応について報告をまとめる 

①苦情 

③利用者又は関係者に返答（当日中に対応が原則） 

③-1 当事業所の不手際(ミス)である場合、迅速

に完全策を立て、改善対応方法を報告する 

③-2 当事業所の不手際(ミス)ではない場合、関係された方に誤解で

ある旨を伝え、誤解を生じたことをお詫びし、今後、誤解を生じない

ような改善策を実行する 
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７.急時の対応方法 

 サービスの提供中に容体の変化などがあった場合は、必要に応じて臨時応急の手当てを行い、主治医

の指示を受けて速やかに必要な対応をします。また、ご家族、介護支援専門相談員へ連絡します。 

 

緊急連絡先   訪問看護ステーション 蘭 電 話：０１７８－３８－９３２２ 

携帯電話：０７０－３３０８－３１２５ 

 

８.故発生時の対応 

 サービスの提供中に事故が発生した場合は、お客様がお住まいの市町村、ご家族、居宅介護支援事業

所等に連絡するとともに、必要な措置を講じます。 

 また、利用者に対して当事業所の介護サービスにより賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損

害賠償致します。なお、損害保険会社は三井住友海上と契約しております。 

 

９.秘密保持等 

（１）当事業所及び訪問看護サービス提供者は、正当な理由がない限り、利用者に対する訪問看護サー

ビスの提供にあたって知り得た利用者またはご家族の秘密を洩らしません。この守秘義務は、サービス

提供が修了した後及びサービス提供者の退職後も継続します。 

（２）当事業所は利用者またはそのご家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等に

おいて、利用者またはご家族の個人情報を用いません。 

 

１０.サービスご利用に際してのお願い 

（１）お茶やお菓子など、お心付けなどは一切ご不要です。 

（２）訪問の際はペットをゲージに入れる、リードにつなぐなどの配慮をお願いします。 

（３）見守りカメラの設置、職員の写真を撮影する場合、個人情報保護法に準じて事前に職員本人の同

意を受けてください。  

（４）ハラスメント行為などにより、健全な信頼関係を築くことが出来ないと判断した場合は、サービ

ス中止や契約を解除することもあります。  

（５）訪問中の喫煙はご遠慮ください。  

 

１１.サービス利用にあたっての禁止事項について] 

職員に対する身体的接触（おしりを触る、無理やりキスをする）、職員に対する性的言動（卑猥な冗

談、しつこく男女関係を迫る）など、セクハラ・パワハラ等があった場合は契約を解除致します。 

（１） 事業者の職員に対して行う暴言・暴力、嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為。 

（２） パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの行為。 

（３） サービス利用中に職員の写真や動画撮影、録音等を無断でＳＮＳ等に掲載すること。 

 

 

 

令和 7年 2月 1 日作成 
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契約締結日  令和   年   月   日 

 

 

 

 訪問看護（介護予防訪問看護）の提供開始にあたり、利用者に対して本書面に基づ

いて、重要な事項を説明しました。 

 

                 

                所在地  青森県八戸市北白山台５丁目２－５ 

                    訪問看護ステーション 蘭 

 

          説明者氏名                  印 

                    

 

 

 私は、本書面により、事業者から訪問看護（介護予防訪問看護）サービスについて

の重要事項の説明を受け、サービスの提供開始に同意します。 

 

利用者    住 所                       

 

         氏 名                    印 

 

 

代理人    住 所                                      

 

         氏 名                    印 

 

本人との関係           

 

 


